
1 五胡十六國及び北朝の不孝罪

は
じ
め
に

　

周
知
の
通
り
、『
唐
律
疏
議
』
名
例
律
に
は
、

十
惡
、
一
曰
謀
反
、
二
曰
謀
大
逆
、
三
曰
謀
叛
、
四
曰
惡
逆
、
五
曰
不
道
、
六
曰
大
不
敬
、
七
曰
不
孝
、
八
曰
不
睦
、
九
曰
不

義
、
十
曰
內
亂
。

と
あ
り
、
唐
律
で
は
特
に
惡
質
な
十
種
類
の
犯
罪
を
「
十
惡
」
と
呼
ぶ
。『
隋
書
』
卷
二
五
刑
法
志
に
、

又
置
十
惡
之
條
、
多
採
後
齊
之
制
、
而
頗
有
損
益
。
一
曰
謀
反
、
二
曰
謀
大
逆
、
三
曰
謀
叛
、
四
曰
惡
逆
、
五
曰
不
道
、
六
曰
大
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不
敬
、
七
曰
不
孝
、
八
曰
不
睦
、
九
曰
不
義
、
十
曰
內
亂
。

と
あ
り
、
隋
が
開
皇
元
年
（
五
八
一
年
）
に
制
定
し
た
律
で
も
十
惡
が
設
け
ら
れ
、
各
犯
罪
の
名
稱
も
唐
律
と
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
唐
律
の
十
惡
は
隋
律
の
そ
れ
を
受
け
繼
い
だ
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
、
右
の
記
述
に
見
え
る
通
り
、
隋
律
の
十
惡
は
「
後
齊
」
す
な
わ
ち
北
齊
の
制
度
を
受
け
繼
い
だ
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く

『
隋
書
』
刑
法
志
に
、

又
列
重
罪
十
條
、
一
曰
反
逆
、
二
曰
大
逆
、
三
曰
叛
、
四
曰
降
、
五
曰
惡
逆
、
六
曰
不
道
、
七
曰
不
敬
、
八
曰
不
孝
、
九
曰
不

義
、
十
曰
內
亂
。

と
あ
り
、
北
齊
で
は
河
清
三
年
（
五
六
四
年
）
に
新
た
な
律
を
公
布
し
、
そ
の
中
に
は
「
重
罪
十
條
」
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
。
隋
唐
律

と
比
較
す
る
と
、
名
稱
・
序
列
に
や
や
違
い
が
あ
る
。

　

隋
は
北
周
の
權
臣
楊
堅
が
建
國
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
十
惡
に
限
っ
て
い
え
ば
、
北
齊
律
を
受
け
繼
い
だ
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
北
周
律
に
も
十
惡
と
似
た
よ
う
な
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。『
隋
書
』
刑
法
志
に
、

不
立
十
惡
之
目
、
而
重
惡
逆
・
不
道
・
大
不
敬
・
不
孝
・
不
義
・
內
亂
之
罪
。

と
あ
り
、
保
定
三
年
（
五
六
三
年
）
に
公
布
さ
れ
た
北
周
律
で
は
、
十
惡
と
い
う
概
念
こ
そ
な
か
っ
た
も
の
の
、
惡
逆
・
不
道
・
大
不

敬
・
不
孝
・
不
義
・
內
亂
の
罪
は
重
く
處
罰
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
内
田
吟
風
氏
も
指
摘
す
る
通
り
、『
唐
律
疏
議
』
名
例

律
「
十
惡
」
條
疏
に
、

　
　

周
齊
雖
具
十
條
之
名
、
而
無
十
惡
之
目
。

と
あ
り
、
北
齊
の
み
な
ら
ず
、
北
周
で
も
特
別
の
重
罪
と
し
て
十
條
が
擧
げ
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。『
隋
書
』
刑
法
志
で
は
北

周
律
に
つ
い
て
他
に
も
、
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盜
賊
及
謀
反
・
大
逆
・
降
・
叛
・
惡
逆
罪
當
流
者
、
皆
甄
一
房
配
爲
雜
戶
。

と
あ
る
の
で
、
北
齊
律
と
同
樣
、
謀
反
・
大
逆
・
降
・
叛
と
前
掲
の
惡
逆
・
不
道
・
大
不
敬
・
不
孝
・
不
義
・
內
亂
を
合
わ
せ
て
、
一

〇
の
特
別
の
重
罪
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
１
）。

　

そ
れ
で
は
、
十
惡
の
起
源
は
い
つ
ま
で
遡
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
近
年
こ
の
問
題
に
つ
い
て
檢
討
し
、
犯
罪
と
し
て
の
「
大
不

敬
」
及
び
「
不
敬
」
は
遲
く
と
も
漢
代
か
ら
、「
不
孝
」
は
戰
國
秦
か
ら
法
律
上
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
ま
で
に
漢
魏
晉
南
北
朝
に
お
け
る
大
不
敬
と
不
敬
、
戰
國
秦
漢
魏
晉
南
朝
に
お
け
る
不
孝
に
つ
い
て
檢
討
し
た
（
２
）。
檢
討
の
結
果
、

最
も
大
き
な
問
題
と
し
て
浮
上
し
た
の
は
、
大
不
敬
・
不
敬
及
び
不
孝
は
あ
る
時
期
ま
で
唐
律
と
異
な
り
、
罪
名
で
あ
っ
た
と
い
う
點

で
あ
る
。

　

唐
律
の
十
惡
の
う
ち
「
謀
反
」・「
謀
大
逆
」・「
謀
叛
」
は
そ
れ
ら
自
體
が
罪
名
で
、
各
條
文
に
お
い
て
處
罰
の
對
象
と
さ
れ
て
い

た
。
例
え
ば
、『
唐
律
疏
議
』
賊
盜
律
に
、

　
　

諸
謀
反
及
大
逆
者
、
皆
斬
。

と
あ
り
、
謀
反
が
處
罰
の
對
象
と
さ
れ
、「
斬
」
と
い
う
法
定
刑
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
十
惡
の
う
ち
「
惡
逆
」
以
下
は
、
そ

れ
ら
自
體
は
罪
名
で
は
な
く
、
數
種
の
犯
罪
の
總
稱
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
「
罪
目
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
例
え
ば
、
不
孝

に
つ
い
て
は
『
唐
律
疏
議
』
の
注
に
、

謂
告
言
・
詛
詈
祖
父
母
父
母
、
及
祖
父
母
父
母
在
、
別
籍
・
異
財
、
若
供
養
有
闕
、
居
父
母
喪
、
身
自
嫁
娶
、
若
作
樂
、
釋
服
從

吉
、
聞
祖
父
母
父
母
喪
、
匿
不
舉
哀
、
詐
稱
祖
父
母
父
母
死
。

と
あ
り
、
不
孝
に
あ
た
る
行
爲
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
行
爲
そ
れ
ぞ
れ
に
條
文
が
定
め
ら
れ
、
各
條
文
に
法
定
刑

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
不
孝
に
含
ま
れ
る
行
爲
の
う
ち
、「
告
言
祖
父
母
父
母
」
に
つ
い
て
は
「
鬭
訟
律
」
に
、
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4
　
　

諸
告
祖
父
母
・
父
母
者
、
絞
。

と
い
う
條
文
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
不
孝
そ
の
も
の
は
處
罰
の
對
象
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
例
え
ば
、

　
　

諸
不
孝
者
、
絞
。

の
よ
う
な
條
文
は
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

し
か
も
、
各
罪
目
に
含
ま
れ
る
諸
行
爲
に
對
す
る
法
定
刑
は
、
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、「
告
言
祖
父
母
父
母
」

の
法
定
刑
は
「
絞
」
で
あ
る
が
、
同
じ
く
不
孝
に
含
ま
れ
る
行
爲
の
う
ち
、「
供
養
有
闕
」
に
つ
い
て
は
「
鬭
訟
律
」
に
、

　
　

諸
子
孫
違
犯
敎
令
、
及
供
養
有
闕
者
、
徒
二
年
。

と
あ
り
、「
徒
二
年
」
で
あ
っ
た
。
不
孝
に
あ
た
る
諸
犯
罪
は
全
て
一
律
に
同
じ
刑
罰
に
處
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
絞
か
ら
徒
二
年

へ
至
る
ま
で
、
各
條
文
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
刑
罰
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

　

以
上
は
唐
律
の
狀
況
で
あ
る
が
、
十
惡
は
隋
律
か
ら
受
け
繼
い
だ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
隋
律
で
も
同
樣
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
、
十
惡
と
い
う
語
こ
そ
付
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
十
の
重
罪
を
列
擧
し
て
い
る
北
齊
律
・
北
周
律
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
不
敬
・
大
不
敬
に
つ
い
て
は
、
南
朝
で
は
梁
、
北
朝
で
は
東
魏
ま
で
罪
名
と
し
て
現
れ
、
遲
く
と
も
河
清
三
年
の
北
齊

律
、
保
定
三
年
の
北
周
律
ま
で
に
は
罪
目
へ
改
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
不
孝
に
つ
い
て
は
、
南
朝
で
は
宋
ま
で
罪
名
と
し
て
現
れ
、
遲
く

と
も
陳
ま
で
に
は
罪
目
へ
改
め
ら
れ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
た
だ
し
、
五
胡
十
六
國
と
北
朝
の
不
孝
罪
に
つ
い
て
は
未
檢
討
で
あ
っ
た
の

で
、
本
稿
で
檢
討
す
る
次
第
で
あ
る
。
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第
一
節　

五
胡
十
六
國
の
不
孝
罪

　

別
稿
で
檢
討
し
た
通
り
、
西
晉
ま
で
の
不
孝
罪
に
は
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
っ
た
（
３
）。

　

①
「
不
孝
」
は
罪
目
で
は
な
く
罪
名
で
あ
っ
た
。

　

②
不
孝
罪
の
法
定
刑
は
「
棄
市
」（
斬
首
）
で
あ
っ
た
。

　

③
不
孝
罪
は
原
則
と
し
て
父
母
が
子
の
不
孝
を
「
告
」（
告
訴
）
す
る
こ
と
を
成
立
要
件
と
し
て
い
た
。

　

④
た
だ
し
、
父
母
が
子
の
不
孝
を
告
し
さ
え
す
れ
ば
不
孝
罪
が
成
立
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
子
の
行
爲
が
不
孝
の
客
觀
的
基

準
に
該
當
す
る
こ
と
を
要
し
た
。

　

⑤
そ
の
客
觀
的
基
準
と
は
、
南
朝
宋
律
の
注
に
見
え
る
「
違
犯
敎
令
、
敬
恭
有
虧
」
そ
の
も
の
か
、
こ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
。

　

⑥
不
孝
罪
は
原
則
と
し
て
父
母
の
生
前
に
な
さ
れ
た
行
爲
の
み
が
對
象
と
な
る
が
、
例
外
と
し
て
父
母
の
死
後
に
な
さ
れ
た
行
爲
が

不
孝
罪
に
問
わ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

　

⑦
父
母
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
第
三
者
が
告
あ
る
い
は
「
劾
」
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
（
４
）。

　
　

周
知
の
よ
う
に
、
西
晉
末
期
に
い
わ
ゆ
る
永
嘉
の
亂
が
起
こ
り
、「
五
胡
」
と
呼
ば
れ
る
非
漢
族
が
華
北
各
地
で
獨
立
し
、
西
晉

を
滅
ぼ
し
た
。
以
後
、
北
魏
が
太
延
五
年
（
四
三
九
年
）
に
華
北
を
統
一
す
る
ま
で
を
五
胡
十
六
國
時
代
と
呼
ぶ
。
五
胡
十
六
國
で

は
一
般
に
そ
れ
ま
で
の
中
國
法
、
と
り
わ
け
西
晉
の
法
律
が
用
い
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
（
５
）、

不
孝
罪
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
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扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
五
胡
十
六
國
の
不
孝
罪
に
つ
い
て
は
以
下
の
史
料
が
見
え
る
。

〔
一
〕
其
子
翼
圭
縛
父
請
降
。（
中
略
）〔
苻
堅
〕
以
翼
圭
執
父
不
孝
、
遷
之
於
蜀
。（『
晉
書
』
卷
一
一
三
苻
堅
載
記
上
）

〔
二
〕
超
議
復
肉
刑
・
九
等
之
選
、
乃
下
書
於
境
內
曰
（
中
略
）
至
如
不
忠
不
孝
若
封
嵩
之
輩
、
梟
斬
不
足
以
痛
之
、
宜
致
烹
轘
之
法
、

亦
可
附
之
律
條
、
納
以
大
辟
之
科
。（
中
略
）
羣
下
議
多
不
同
、
乃
止
。（『
晉
書
』
卷
一
二
八
慕
容
超
載
記
）

〔
三
〕
有
司
奏
、
人
有
盜
其
母
之
錢
而
逃
者
、
請
投
之
四
裔
。
太
后
聞
而
怒
曰
、
三
千
之
罪
莫
大
於
不
孝
、
當
弃
之
市
朝
、
奈
何
投
之

方
外
乎
。
方
外
豈
有
無
父
母
之
郷
乎
。
於
是
轘
而
殺
之
。（『
太
平
御
覽
』
卷
六
四
五
刑
法
部
一
一
轘
引
北
魏
・
崔
鴻
『
前
秦
録
』）

　
〔
一
〕
は
三
七
六
年
、
鮮
卑
拓
跋
部
の
代
王
什
翼
犍
が
前
秦
の
苻
堅
の
軍
勢
に
敗
れ
、
什
翼
犍
の
子
翼
圭
が
什
翼
犍
を
縛
り
上
げ
て

前
秦
へ
投
降
し
た
が
、
苻
堅
は
翼
圭
が
父
を
捕
縛
し
た
こ
と
を
不
孝
に
あ
た
る
と
し
、
蜀
へ
移
住
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
西
晉

ま
で
の
法
律
で
は
、
不
孝
は
棄
市
に
處
さ
れ
る
が
（
②
）、〔
一
〕
で
は
徙
遷
刑
に
處
さ
れ
て
い
る
。
死
刑
を
減
刑
し
て
徙
遷
刑
に
處
す

る
と
い
う
措
置
も
、
中
國
で
は
そ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
（
６
）。
よ
っ
て
、〔
一
〕
の
徙
遷
刑
も
氐
（
前
秦
は
氐
が
建
國
し
た
國

家
）
固
有
の
法
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
從
來
の
中
國
法
に
よ
る
措
置
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
中
國
法
の
場
合
、
不
孝
罪
の
成
立

に
は
原
則
と
し
て
父
母
の
告
を
必
要
と
す
る
（
③
）。
本
件
の
場
合
、
什
翼
犍
が
告
を
行
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
ず
、
苻
堅
が
翼
圭

の
行
爲
を
不
孝
と
判
斷
し
、
蜀
へ
徙
遷
刑
に
處
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
る
い
は
本
來
の
原
則
と
は
異
な
り
、
父
母
の
告
な
し

に
不
孝
罪
に
問
う
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
お
、『
魏
書
』
に
よ
る
と
、
什
翼
犍
は
前
秦
に
大
敗
し
、
そ
の
年
に
雲
中
で
死
去
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
前
秦
に
捕
え
ら
れ
た
事

實
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
對
し
て
、〔
一
〕
の
『
晉
書
』
の
他
、『
宋
書
』・『
南
齊
書
』
で
は
、
什
翼
犍
は
前
秦
に
捕
え
ら
れ
て
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長
安
へ
送
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
が
史
實
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
爭
い
が
あ
り
（
７
）、
決
着
を
見
て
い
な
い
。

假
に
前
者
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、〔
一
〕
は
史
實
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
（
８
）。

　

次
に
、〔
二
〕
で
は
南
燕
の
第
二
代
皇
帝
慕
容
超
が
詔
の
中
で
、
不
忠
で
不
孝
の
封
嵩
の
よ
う
な
輩
は
、
梟
首
や
斬
刑
で
は
痛
め
つ

け
る
に
足
ら
ず
、「
烹
」（
煮
る
）
や
「
轘
」（
引
き
裂
く
）
を
加
え
る
べ
き
で
、
こ
の
よ
う
な
規
定
を
律
の
條
文
に
追
加
す
べ
き
で
あ

る
、
と
述
べ
て
い
る
。
封
嵩
と
は
慕
容
法
ら
の
謀
反
に
際
し
、「
車
裂
」
に
處
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
（
９
）。

車
裂
と
は
『
説
文
解
字
』
車
部

に
、

　
　

轘
、
車
裂
人
也
。

『
釋
名
』
釋
喪
制
に
、

　
　

車
裂
曰
轘
。
轘
、
散
也
、
肢
體
分
散
也
。

と
あ
り
、
轘
と
同
義
で
、
身
體
を
引
き
裂
く
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
慕
容
超
は
既
に
封
嵩
に
對
し
て
行
っ
た
處
罰
を
、
正
式
に
律

の
條
文
と
し
て
制
定
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
謀
反
事
件
に
お
い
て
、
封
嵩
が
具
體
的
に
い
か
な
る
行
爲
を
行

っ
た
の
か
は
史
料
に
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
不
忠
不
孝
」
も
罪
名
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
封
嵩
は
謀
反
の
罪
に
問
わ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
あ
る
い
は
慕
容
超
は
こ
れ
を
機
に
謀
反
と
い
う
「
不
忠
」
の
み
な
ら
ず
、
不
孝
に
も
同
じ
よ
う
に
苛
酷
な
刑
罰
を

設
け
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
慕
容
超
の
意
見
は
結
局
採
用
さ
れ
ず
、
實
現
し
な
か
っ
た
。

　
〔
三
〕
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
秦
の
と
き
、
あ
る
者
が
そ
の
母
の
錢
を
盜
ん
で
逃
亡
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
官

吏
は
犯
人
を
邊
境
の
外
へ
追
放
す
る
よ
う
求
め
た
。
太
后
は
こ
れ
を
聞
い
て
怒
り
、
不
孝
の
罪
人
は
市
場
や
朝
廷
で
斬
っ
て
棄
て
る
も

の
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
境
外
へ
追
放
し
て
よ
い
も
の
か
、
境
外
に
は
父
母
を
大
切
に
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
で
も
い
う
の
か
、
と
し
て

犯
人
の
身
體
を
引
き
裂
い
て
殺
し
て
い
る
。
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「
三
千
之
罪
莫
大
於
不
孝
」
は
『
孝
經
』
五
刑
章
に
、

　
　

子
曰
、
五
刑
之
屬
三
千
、
而
罪
莫
大
於
不
孝
。

に
あ
る
の
を
典
據
と
す
る
。「
弃
之
市
朝
」
は
例
え
ば
『
國
語
』
魯
語
上
に
、

臧
文
仲
言
於
僖
公
曰
（
中
略
）
大
刑
用
甲
兵
、
其
次
用
斧
鉞
、
中
刑
用
刀
鋸
、
其
次
用
鑽
笮
、
薄
刑
用
鞭
扑
、
以
威
民
也
。
故
大

者
陳
之
原
野
、
小
者
致
之
市
朝
。

な
ど
と
あ
る
の
を
典
據
と
す
る
。「
市
朝
」
す
な
わ
ち
市
場
と
朝
廷
は
、
春
秋
時
代
及
び
そ
れ
以
前
の
時
代
に
お
い
て
は
刑
罰
を
執
行

す
る
場
で
も
あ
り
、『
尚
書
』
舜
典
の
孔
安
國
傳
に
、

　
　

行
刑
當
就
三
處
、
大
罪
於
原
野
、
大
夫
於
朝
、
士
於
市
。

『
國
語
』
魯
語
上
の
韋
昭
注
に
、

　
　

其
死
刑
、
大
夫
以
上
屍
諸
朝
、
士
以
下
屍
諸
市
。

『
漢
書
』
卷
二
三
刑
法
志
の
應
劭
注
に
、

　
　

大
夫
以
上
尸
諸
朝
、
士
以
下
尸
諸
市
。

な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
大
夫
以
上
の
身
分
の
者
は
朝
廷
、
士
以
下
の
者
は
市
場
で
刑
罰
を
執
行
す
る
と
と
も
に
、
死
刑
の
場
合
に
は
處

刑
後
の
屍
體
を
朝
廷
あ
る
い
は
市
場
で
晒
す
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

　

本
件
に
よ
る
と
、
少
な
く
と
も
前
秦
で
は
、
母
の
錢
を
盜
む
こ
と
は
不
孝
罪
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
た
ご
と
く
で
あ
る
。
南
北
朝
ま

で
に
限
っ
て
い
え
ば
、
父
母
の
錢
を
盜
む
こ
と
が
不
孝
罪
と
さ
れ
た
例
は
こ
れ
以
外
に
な
い
。
睡
虎
地
秦
簡
「
法
律
答
問
」
に
は
）
（1
（

、

公
室
告
【
何
】
殹
（
也
）。
非
公
室
告
可
（
何
）
殹
（
也
）。
賊
殺
傷
・
盜
它
人
爲
公
室
。
子
盜
父
母
、
父
母
擅
殺
・
刑
・
髠
子
及

奴
妾
、
不
爲
公
室
告
。（
第
一
〇
三
簡
）
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と
あ
り
、
子
が
父
母
か
ら
盜
ん
だ
場
合
、「
非
公
室
告
」
と
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
非
公
室
告
と
は
國
家
に
告
す
る
べ
き
で
な
い

行
爲
を
指
す
。
戰
國
時
代
の
秦
で
は
あ
る
時
期
ま
で
、
家
内
部
の
犯
罪
は
非
公
室
告
と
さ
れ
、
國
家
は
家
内
部
の
問
題
に
介
入
し
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
國
家
權
力
の
強
大
化
に
伴
い
、
遲
く
と
も
戰
國
時
代
末
期
ま
で
に
は
非
公
室
告
が
廢
止
さ
れ
、
家
内
部
の
侵
害
行
爲

も
犯
罪
と
し
て
處
罰
の
對
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
（（
（

。
そ
れ
ま
で
は
、
父
母
は
子
に
對
し
て
自
由
に
制
裁
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
た

が
、
以
後
は
國
家
が
刑
罰
と
し
て
制
裁
を
行
使
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
不
孝
罪
も
そ
の
一
環
と
し
て
新
た
に
設
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
）
（1
（

。

　

不
孝
は
父
母
に
對
す
る
侵
害
行
爲
と
い
え
る
が
、
少
な
く
と
も
秦
漢
律
令
に
お
い
て
は
、
そ
の
全
て
が
不
孝
と
し
て
罪
に
問
わ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
父
母
を
殺
傷
し
た
り
、
毆
る
な
ど
、
父
母
の
身
體
を
侵
害
あ
る
い
は
侵
害
し
よ
う
と
す
る
行
爲
は
、
法
律

上
不
孝
に
は
あ
た
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
父
母
を
罵
る
こ
と
も
不
孝
に
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
）
（1
（

。

　

父
母
の
財
物
を
盜
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
法
律
答
問
と
〔
三
〕
を
除
け
ば
、
南
北
朝
ま
で
は
法
規
も
事
例
も
見
え
な
い
が
、

お
そ
ら
く
秦
・
漢
も
含
め
、
前
秦
の
前
後
の
時
代
に
お
い
て
も
、
不
孝
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
南
朝
宋
律
の
注
と
見

ら
れ
る
も
の
に
、「
違
犯
敎
令
、
敬
恭
有
虧
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
不
孝
に
あ
た
る
行
爲
の
定
義
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
漢
代
に

も
お
お
む
ね
あ
て
は
ま
る
こ
と
は
、
別
稿
で
檢
討
し
た
通
り
で
あ
る
）
（1
（

。
父
母
の
財
物
を
盜
む
こ
と
は
「
敬
恭
有
虧
」
に
あ
て
は
ま
り
、

そ
れ
ゆ
え
不
孝
罪
に
問
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
〔
三
〕
で
は
、
官
吏
は
犯
人
を
徙
遷
刑
に
處
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
漢
代
以
來
の
制
度
に
よ
る
も
の
で
、
本
來

な
ら
ば
不
孝
罪
に
よ
り
棄
市
に
處
す
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
徙
遷
刑
へ
減
刑
す
べ
き
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
官
吏
が

依
據
し
た
の
は
泰
始
律
な
ど
の
中
國
法
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、「
太
后
」（
具
體
的
に
誰
を
指
す
の
か
は
不
明
）
は
い
わ
ば
經

學
を
根
據
と
し
て
い
る
が
、
朝
廷
は
と
も
か
く
、
不
孝
罪
の
罪
人
を
市
場
で
處
刑
す
る
と
い
う
の
は
、
本
來
の
律
の
規
定
と
變
わ
ら
な

（78）
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い
。
こ
の
點
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
太
后
の
考
え
も
律
の
規
定
に
沿
う
も
の
と
い
え
る
。
た
だ
し
「
轘
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
中
國
法
で

は
一
般
に
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
法
に
基
づ
か
な
い
特
別
措
置
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。〔
三
〕
が
い
つ
の
時
代

の
出
來
事
な
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
前
秦
が
滅
亡
し
た
の
は
三
九
四
年
、〔
二
〕
の
慕
容
超
が
皇
帝
に
即
位
し
た
の
は
四
〇
五
年

の
こ
と
で
あ
る
。
慕
容
超
は
あ
る
い
は
〔
三
〕
も
念
頭
に
あ
り
、
不
孝
罪
に
對
す
る
法
定
刑
を
正
式
に
轘
に
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

以
上
、
五
胡
十
六
國
の
事
例
は
わ
ず
か
三
つ
の
み
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
に
お
け
る
不
孝
罪
の
處
罰
も
、
泰
始
律
ま
で
の

中
國
法
が
基
本
に
存
在
し
た
と
お
お
む
ね
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
二
節　

北
朝
の
不
孝
罪

　

北
朝
の
不
孝
罪
に
つ
い
て
は
、「
は
じ
め
に
」
で
擧
げ
た
北
齊
律
・
北
周
律
に
關
す
る
史
料
を
除
け
ば
、
以
下
の
史
料
が
見
え
る
。

〔
四
〕
癸
酉
、
詔
曰
（
中
略
）
今
遣
尚
書
穆
伏
眞
等
三
十
人
、
巡
行
州
郡
、
觀
察
風
俗
。（
中
略
）
其
不
孝
父
母
、
不
順
尊
長
、
爲
吏
姦

暴
、
及
爲
盜
賊
、
各
具
以
名
上
。
其
容
隱
者
、
以
所
匿
之
罪
罪
之
。（『
魏
書
』
卷
五
高
宗
紀
太
安
元
年
條
）

〔
五
〕
孝
友
明
於
政
理
、
嘗
奏
表
曰
（
中
略
）
其
妻
無
子
而
不
娶
妾
、
斯
則
自
絕
、
無
以
血
食
祖
父
、
請
科
不
孝
之
罪
、
離
遣
其
妻
。

（『
魏
書
』
卷
一
八
太
武
五
王
列
傳
）

〔
六
〕
清
河
房
愛
親
妻
崔
氏
者
、
同
郡
崔
元
孫
之
女
。
性
嚴
明
高
尚
、
歷
覽
書
傳
、
多
所
聞
知
。
子
景
伯
・
景
先
、
崔
氏
親
授
經
義
、

學
行
修
明
、
並
爲
當
世
名
士
。
景
伯
爲
清
河
太
守
、
每
有
疑
獄
、
常
先
請
焉
。
貝
丘
民
列
子
不
孝
、
吏
欲
案
之
。
景
伯
爲
之
悲

（77）
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傷
、
入
白
其
母
。
母
曰
、
吾
聞
聞
不
如
見
、
山
民
未
見
禮
敎
、
何
足
責
哉
。
但
呼
其
母
來
、
吾
與
之
同
居
。
其
子
置
汝
左
右
、
令

其
見
汝
事
吾
、
或
應
自
改
。
景
伯
遂
召
其
母
、
崔
氏
處
之
於
榻
、
與
之
共
食
。
景
伯
之
溫
凊
、
其
子
侍
立
堂
下
。
未
及
旬
日
、
悔

過
求
還
。
崔
氏
曰
、
此
雖
顏
慚
、
未
知
心
愧
、
且
可
置
之
。
凡
經
二
十
餘
日
、
其
子
叩
頭
流
血
、
其
母
涕
泣
乞
還
、
然
後
聽
之
。

終
以
孝
聞
。（『
魏
書
』
卷
九
二
列
女
列
傳
）

〔
七
〕
十
一
年
春
、
詔
曰
、
三
千
之
罪
、
莫
大
於
不
孝
。
而
律
不
遜
父
母
、
罪
止
髠
刑
、
於
理
未
衷
、
可
更
詳
改
。（『
魏
書
』
卷
一
一
一

刑
罰
志
）

〔
八
〕
孝
文
戒
贊
化
畿
甸
、
可
宣
孝
道
、
必
令
風
敎
洽
和
、
文
禮
大
備
。
自
今
有
不
孝
不
悌
者
、
比
其
門
㯹
、
以
刻
其
柱
。（『
北
史
』

卷
一
五
魏
諸
宗
室
列
傳
）

〔
九
〕〔
崔
㥄
〕
又
欲
陷
收
不
孝
之
罪
、
乃
以
盧
元
明
代
收
爲
中
書
郞
、
由
是
收
銜
之
。（『
北
史
』
卷
五
六
崔
逞
列
傳
）

〔
一
〇
〕
時
人
多
絕
戶
爲
沙
門
。〔
李
〕
瑒
上
言
、
三
千
之
罪
、
莫
大
於
不
孝
。
不
孝
之
大
、
無
過
於
絕
祀
。
安
得
輕
縱
背
禮
之
情
、
而

肆
其
向
法
之
意
。
缺
當
世
之
禮
、
而
求
將
來
之
益
。
棄
堂
堂
之
政
、
而
從
鬼
敎
乎
。（『
北
史
』
卷
三
三
李
孝
伯
列
傳
）

　
〔
四
〕
は
北
魏
・
文
成
帝
の
太
安
元
年
（
四
五
五
年
）
に
文
成
帝
が
下
し
た
詔
で
、
尚
書
の
穆
伏
眞
ら
三
〇
人
を
各
地
の
州
郡
へ
派

遣
し
、
州
郡
の
政
治
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
視
察
さ
せ
、
善
政
を
行
っ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
賞
與
を
授
け
、
惡
政
を
行
っ
て

い
る
者
に
つ
い
て
は
罷
免
・
處
罰
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
詔
の
末
尾
に
は
父
母
に
對
し
て
不
孝
の
行
い
を
な
し
た
者
、

「
尊
長
」（
自
分
よ
り
も
目
上
あ
る
い
は
年
齡
が
上
の
親
族
）
に
從
わ
な
い
者
、
邪
で
亂
暴
な
吏
、「
盜
」（
竊
盜
・
強
盜
な
ど
）・「
賊
」（
殺

人
・
傷
害
な
ど
）
を
行
っ
た
者
、
以
上
の
名
を
報
告
し
、
も
し
彼
ら
を
隱
匿
し
た
場
合
、
彼
ら
が
犯
し
た
罪
を
も
っ
て
處
罰
す
る
と
定

め
ら
れ
て
い
る
。

（76）
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こ
こ
で
い
う
不
孝
以
下
が
道
義
上
の
問
題
で
は
な
く
、
犯
罪
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
不
孝
な
ど
の
行
爲
を
行
っ
た
者

を
隱
匿
し
た
場
合
、
官
吏
や
責
任
者
は
そ
の
罪
と
同
じ
刑
罰
に
處
さ
れ
る
。
第
三
者
で
さ
え
處
罰
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
爲
者
本

人
は
當
然
處
罰
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、〔
四
〕
の
「
其
不
孝
父
母
、
不
順
尊
長
、
爲
吏
姦
暴
、
及
爲
盜
賊
」
は
一
見
す
る
と
、「
爲
吏
姦
暴
」
の
み
あ
る
い
は
「
爲
吏

姦
暴
、
及
爲
盜
賊
」
が
吏
を
對
象
と
し
、「
其
不
孝
父
母
、
不
順
尊
長
」
が
吏
民
を
對
象
と
し
て
い
る
よ
う
に
讀
め
る
。
し
か
し
、
實

際
に
は
こ
れ
ら
全
て
が
吏
の
み
を
對
象
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。〔
四
〕
で
は
穆
伏
眞
ら
を
各
地
の
州
郡
へ
派
遣
し
、
州
郡
の
行

政
が
各
地
の
官
吏
に
よ
っ
て
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
否
か
を
視
察
さ
せ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
視
察
の
對
象
と
な

っ
て
い
る
の
は
官
吏
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
不
孝
以
下
の
行
爲
を
な
し
た
者
の
名
を
上
へ
報
告
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
民
で
あ

れ
ば
名
ま
で
逐
一
報
告
す
る
必
要
は
な
く
、
通
常
の
刑
事
手
續
を
と
れ
ば
濟
む
こ
と
で
あ
ろ
う
。
名
を
調
べ
上
げ
て
報
告
す
る
の
は
、

將
來
の
人
事
評
價
な
ど
に
使
わ
れ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　

不
孝
以
下
の
行
爲
の
う
ち
、
不
孝
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
。
先
述
の
通
り
、
そ
れ
ま
で
の
不
孝
罪
は
、
原
則
と
し

て
父
母
が
告
を
行
う
こ
と
を
成
立
要
件
の
一
つ
と
し
（
第
一
節
③
）、
例
外
と
し
て
父
母
が
既
に
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
第
三

者
が
告
あ
る
い
は
劾
を
行
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
た
（
第
一
節
⑥
・
⑦
）。
父
母
あ
る
い
は
第
三
者
が
告
劾
を
行
い
、
視
察
の
前
に
不

孝
の
判
決
が
確
定
し
た
場
合
、
こ
こ
で
い
う
報
告
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
父
母
が
既
に
死
亡
し
て
お
り
、
視
察

の
結
果
、
父
母
の
生
前
あ
る
い
は
死
後
に
不
孝
の
行
い
を
し
て
い
た
こ
と
が
發
覺
し
た
場
合
も
、
お
そ
ら
く
報
告
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
父
母
が
存
命
中
で
、
第
三
者
か
ら
見
て
客
觀
的
に
不
孝
の
行
い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
父
母
が
告
を
行
っ
て
い
な

い
場
合
、
報
告
の
對
象
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
の
通
り
と
す
れ
ば
、
父
母
に
告
の
意
思
が
な
く
て
も
、
子
が
不
孝
罪
に
問
わ

れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
不
孝
罪
は
父
母
の
意
思
に
關
係
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
國
家
が
有
罪
か
否
か
を
決
め
る
こ

（75）
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と
に
な
る
。
あ
る
い
は
父
母
が
存
命
の
場
合
、
子
を
告
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
場
合
に
限
り
、
不
孝
罪
が
成
立
す
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
な
お
、〔
四
〕
か
ら
は
不
孝
が
罪
名
か
罪
目
か
、
法
定
刑
が
何
か
を
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
〔
五
〕
は
東
魏
の
孝
靜
帝
の
と
き
、
淮
陽
王
孝
友
が
上
書
し
、
妻
に
子
が
な
い
の
に
妾
を
娶
ら
な
い
の
は
、
み
ず
か
ら
家
系
を
斷
絶

さ
せ
、
先
祖
を
祀
る
こ
と
を
で
き
な
く
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
不
孝
罪
を
適
用
し
、
そ
の
妻
を
離
縁
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
説

い
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。〔
五
〕
の
中
略
部
分
に
は
孝
友
の
意
見
と
し
て
、

將
相
多
尚
公
主
、
王
侯
亦
娶
后
族
、
故
無
妾
媵
、
習
以
爲
常
。
婦
人
多
幸
、
生
逢
今
世
、
舉
朝
略
是
無
妾
、
天
下
殆
皆
一
妻
。

（
中
略
）
請
以
王
公
第
一
品
娶
八
、
通
妻
以
備
九
女
。
稱
事
二
品
備
七
。
三
品
・
四
品
備
五
。
五
品
・
六
品
則
一
妻
二
妾
。
限
以

一
周
、
悉
令
充
數
、
若
不
充
數
及
待
妾
非
禮
、
使
妻
妒
加
捶
撻
、
免
所
居
官
。

と
記
さ
れ
、〔
五
〕
の
「
中
略
」
以
下
に
續
い
て
い
る
。
孝
友
に
よ
る
と
、
當
時
は
王
侯
・
高
官
以
下
、「
天
下
」
で
一
夫
一
婦
が
一
般

的
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
は
子
孫
を
遺
せ
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
今
か
ら
一
年
以
内
に
品
階
に
應
じ
て
妾
の
數
を
揃
え
さ

せ
、
も
し
妾
の
數
を
充
足
さ
せ
な
か
っ
た
り
、
妾
へ
の
待
遇
に
非
禮
が
あ
っ
た
り
、
妻
が
嫉
妬
に
よ
っ
て
妾
を
鞭
で
打
っ
た
り
し
た
場

合
、
現
在
務
め
て
い
る
官
職
か
ら
罷
免
す
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。〔
五
〕
の
「
中
略
」
以
降
は
こ
れ
に
續
く
わ
け
で
、
全
て

の
民
が
適
用
對
象
と
な
っ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
。
そ
も
そ
も
一
定
以
上
の
資
産
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
、
妾
を
持
つ
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

子
孫
を
絶
や
す
こ
と
が
不
孝
に
あ
た
る
こ
と
は
、
古
來
よ
り
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
孟
子
』
離
婁
上
篇
に
、

　
　

孟
子
曰
、
不
孝
有
三
、
無
後
爲
大
。

と
あ
る
通
り
で
あ
る
。『
孟
子
』
で
は
子
孫
を
絶
や
す
こ
と
を
最
も
不
孝
な
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
管
見
の
限
り
で
は
、
そ
の
割
に
は

こ
れ
ま
で
こ
の
よ
う
な
事
態
を
處
罰
す
る
規
定
は
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
不
孝
罪
と
し
て
處
罰
さ
れ
た
事
例
も
見
え
な
い
。
そ
の

（74）
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せ
い
も
あ
っ
て
か
、『
魏
書
』
で
は
孝
友
の
意
見
に
つ
い
て
、

　
　

詔
付
有
司
、
議
奏
不
同
。

と
あ
り
、
孝
靜
帝
は
高
官
の
議
論
に
付
し
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
上
奏
さ
れ
、
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
ご
と
く
で
あ
る
。

　

孝
友
は
子
の
な
い
者
が
妾
を
娶
ら
な
い
こ
と
に
對
し
て
不
孝
罪
を
適
用
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
こ
で
い
う
不
孝
が
罪

名
か
罪
目
か
に
よ
っ
て
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
變
わ
っ
て
く
る
。
罪
名
の
場
合
、
一
定
數
の
妾
を
娶
ら
な
い
行
爲
を
不
孝
罪
の
一
部
と

し
て
、
不
孝
罪
の
法
定
刑
を
も
っ
て
處
罰
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
罪
目
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
行
爲
を
處
罰
す
る
條
文
を
設
け
る

と
と
も
に
、
こ
れ
を
不
孝
に
分
類
す
る
こ
と
に
な
る
。
法
定
刑
は
不
孝
に
含
ま
れ
る
他
の
犯
罪
と
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。「
請
科

不
孝
之
罪
」
を
文
字
通
り
に
讀
む
と
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
前
者
の
解
釋
が
正
し
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
果
し
て
そ
の
よ
う
に
い
え
る

か
否
か
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

孝
友
の
想
定
に
よ
る
と
、
子
の
な
い
者
が
妾
を
娶
ら
な
け
れ
ば
不
孝
罪
に
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
父
母
の
意
思
と
は
關
係
な

く
、
不
孝
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、〔
四
〕
の
場
合
と
同
樣
、
父
母
が
同
意
し
た
場
合
に
限
り
、
不
孝
罪
と
し
て
處

罰
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
意
見
に
對
し
て
は
高
官
の
間
で
も
意
見
が
わ
か
れ
、
施
行
さ
れ
な
か
っ

た
ご
と
く
で
あ
る
。

　
〔
六
〕
は
西
暦
五
〇
〇
年
前
後
）
（1
（

、
貝
丘
縣
の
あ
る
民
が
子
の
不
孝
を
並
べ
立
て
、
吏
が
本
件
を
立
件
し
よ
う
と
し
た
。
清
河
太
守
の

房
景
伯
は
こ
れ
を
痛
ま
し
い
こ
と
と
感
じ
、
母
の
崔
氏
に
相
談
し
た
。
房
景
伯
は
崔
氏
の
助
言
に
從
い
、
母
を
崔
氏
と
同
居
さ
せ
、
子

を
み
ず
か
ら
の
側
近
と
し
て
仕
え
さ
え
た
。
二
〇
日
餘
り
經
っ
た
と
こ
ろ
、
子
は
過
ち
を
悔
い
て
家
へ
歸
り
た
い
と
求
め
、
叩
頭
し
て

血
を
流
し
、
母
も
泣
い
て
家
へ
歸
る
こ
と
を
請
い
、
房
景
伯
は
こ
れ
を
認
め
た
。
子
は
後
に
孝
行
者
と
し
て
名
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
な

っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（73）
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や
は
り
本
件
で
も
父
母
が
子
の
不
孝
を
告
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
（
第
一
節
③
）。
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
不
孝
が
罪
名
か

罪
目
か
、
法
定
刑
は
何
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

　

不
孝
の
告
を
行
っ
た
父
母
を
地
方
官
が
諭
し
た
り
、
子
に
反
省
を
促
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
孝
罪
の
適
用
を
回
避
す
る
こ
と
は
、
漢

代
に
も
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
後
漢
書
』
卷
七
六
循
吏
列
傳
に
、

〔
仇
〕
覽
初
到
亭
、
人
有
陳
元
者
、
獨
與
母
居
、
而
母
詣
覽
告
元
不
孝
。
覽
驚
曰
、
吾
近
日
過
舍
、
廬
落
整
頓
、
耕
耘
以
時
。
此

非
惡
人
、
當
是
敎
化
未
及
至
耳
。
母
守
寡
養
孤
、
若
身
投
老
、
奈
何
肆
忿
於
一
朝
、
欲
致
子
以
不
義
乎
。
母
聞
感
悔
、
涕
泣
而

去
。
覽
乃
親
到
元
家
、
與
其
母
子
飮
、
因
爲
陳
人
倫
孝
行
、
譬
以
禍
福
之
言
。
元
卒
成
孝
子
。

と
あ
り
、
後
漢
中
期
、
陳
元
の
母
が
子
の
陳
元
の
不
孝
を
蒲
亭
長
の
仇
覽
に
告
し
た
。
仇
覽
は
陳
元
が
惡
人
の
は
ず
は
な
い
と
思
い
、

陳
元
の
母
を
説
得
し
た
と
こ
ろ
、
母
は
感
動
し
て
悔
い
、
泣
い
て
立
ち
去
っ
た
。
仇
覽
は
み
ず
か
ら
陳
元
の
家
へ
行
き
、
彼
ら
母
子
に

對
し
て
人
倫
・
孝
行
を
説
い
た
。
陳
元
は
後
に
孝
子
と
な
っ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
後
漢
書
』
循
吏
列
傳
の
李
賢
注
が
引

く
『
謝
承
書
』
で
は
、

〔
仇
〕
覽
爲
縣
陽
遂
亭
長
、
好
行
敎
化
。
人
羊
元
凶
惡
不
孝
、
其
母
詣
覽
言
元
。
覽
呼
元
、
誚
責
元
以
子
道
、
與
一
卷
孝
經
、
使

誦
讀
之
。
元
深
改
悔
、
到
母
牀
下
、
謝
罪
曰
、
元
少
孤
、
爲
母
所
驕
。
諺
曰
、
孤
犢
觸
乳
、
驕
子
罵
母
。
乞
今
自
改
。
母
子
更
相

向
泣
。
於
是
元
遂
修
孝
道
、
後
成
佳
士
也
。

と
あ
り
、
羊
元
と
い
う
者
が
凶
惡
・
不
孝
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
母
は
陽
遂
亭
長
仇
覽
の
も
と
へ
出
頭
し
、
羊
元
の
こ
と
を
話
し
た
。

仇
覽
は
羊
元
を
呼
び
寄
せ
、
こ
れ
を
責
め
て
子
と
し
て
の
道
を
説
き
、『
孝
經
』
を
與
え
て
讀
ま
せ
た
。
羊
元
は
悔
い
改
め
、
母
に
謝

罪
し
、
孝
道
を
修
め
、
立
派
な
士
と
な
っ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

不
孝
罪
適
用
の
回
避
は
、
法
律
よ
り
も
敎
化
で
統
治
す
る
べ
き
と
す
る
、
儒
家
思
想
の
理
想
を
實
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

（72）
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て
、〔
四
〕
に
も
見
え
る
通
り
、
地
方
官
に
と
っ
て
み
ず
か
ら
の
管
轄
區
域
よ
り
不
孝
事
件
を
出
さ
な
い
こ
と
は
、
地
方
官
と
し
て
の

實
績
と
し
て
評
價
さ
れ
る
。
現
に
、
仇
覽
も
陳
元
の
事
件
に
よ
っ
て
、
考
城
縣
令
の
王
渙
が
主
簿
に
採
り
立
て
、
さ
ら
に
太
學
で
學
ぶ

よ
う
推
薦
し
て
い
る
）
（1
（

。

　
〔
七
〕
は
北
魏
の
太
和
十
一
年
（
四
八
七
年
）、
孝
文
帝
が
下
し
た
詔
で
あ
る
。「
三
千
之
罪
莫
大
於
不
孝
」
は
〔
三
〕
に
も
引
用
さ

れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。「
髠
」
と
は
本
來
頭
髮
を
剃
り
落
す
刑
罰
で
あ
る
が
、
泰
始
律
で
は
事
實
上
有
期
勞
役
刑
の
總
稱
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
。『
唐
六
典
』
卷
六
尚
書
刑
部
注
に
は
泰
始
律
の
刑
罰
制
度
に
つ
い
て
、

　
　

髠
刑
有
四
、
一
曰
髠
鉗
五
歳
刑
・
笞
二
百
、
二
曰
四
歳
刑
、
三
曰
三
歳
刑
、
四
曰
二
歳
刑
。

と
あ
り
、「
髠
刑
」
に
は
「
五
歳
刑
」・「
四
歳
刑
」・「
三
歳
刑
」・「
二
歳
刑
」
の
四
等
級
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。『
太
平
御
覽
』
卷
六
四

二
刑
法
部
八
徒
作
年
數
が
引
く
『
晉
律
』
に
も
、

　
　

髠
鉗
五
歳
刑
・
笞
二
百
、
四
歳
刑
、
三
歳
刑
、
二
歳
刑
。

と
あ
る
。
そ
し
て
、『
魏
書
』
卷
一
一
一
刑
罰
志
に
、

　
　

世
祖
即
位
、
以
刑
禁
重
、
神
䴥
中
、
詔
司
徒
崔
浩
定
律
令
。
除
五
歲
・
四
歲
刑
、
增
一
年
刑
。

と
あ
り
、
北
魏
・
太
武
帝
の
神
䴥
四
年
（
四
三
一
年
））（1
（

、
律
令
を
改
定
し
、
五
歳
刑
と
四
歳
刑
を
廢
止
し
、
一
年
刑
を
增
や
し
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
北
魏
の
髠
刑
は
三
歳
刑
・
二
歳
刑
・
一
歳
刑
の
三
等
級
へ
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
北
魏
で

は
後
に
五
歳
刑
あ
る
い
は
四
歳
刑
が
法
定
刑
と
さ
れ
て
い
る
條
文
や
、
そ
れ
ら
が
適
用
さ
れ
て
い
る
事
例
も
見
え
る
が
、
少
な
く
と
も

〔
七
〕
の
詔
が
出
さ
れ
た
時
點
で
は
、
三
歳
刑
が
最
高
の
髠
刑
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、『
魏
書
』
刑
罰
志
で
は

太
和
十
一
年
春
の
〔
七
〕
の
下
文
に
、

秋
八
月
詔
曰
、
律
文
刑
限
三
年
、
便
入
極
黙
。
坐
無
太
半
之
校
、
罪
有
死
生
之
殊
。
可
詳
案
律
條
、
諸
有
此
類
、
更
一
刊
定
。
冬

（71）
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十
月
、
復
詔
公
卿
令
參
議
之
。

と
あ
り
、
律
で
は
死
刑
を
除
け
ば
三
歳
刑
が
最
高
刑
と
な
っ
て
い
る
制
度
の
現
狀
を
、
孝
文
帝
が
問
題
視
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
改
め
て
〔
七
〕
を
見
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
の
う
ち
不
孝
よ
り
大
き
い
も
の
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
律
で
は
父
母
に
對

し
て
不
遜
な
態
度
を
と
れ
ば
、
刑
罰
は
髠
刑
に
留
ま
っ
て
お
り
、
道
理
に
合
わ
な
い
の
で
、
改
定
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う

不
孝
は
罪
名
と
も
罪
目
と
も
解
釋
で
き
そ
う
で
あ
る
。
假
に
罪
名
と
す
る
と
、
當
時
「
不
遜
父
母
」
は
不
孝
罪
に
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、

別
に
條
文
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
不
孝
罪
が
北
魏
で
も
死
刑
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
見
え
な
い
が
、
こ
こ
で
い
う

不
孝
が
罪
名
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
律
を
繼
承
し
て
死
刑
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
八
月
の
詔
に
よ
る
と
、

三
歳
刑
の
上
は
死
刑
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
孝
文
帝
は
こ
れ
に
不
滿
を
持
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
不
孝
罪
は
そ
れ
よ
り
も
重
い
死
刑

し
か
あ
り
え
な
い
。
つ
ま
り
、
孝
文
帝
の
意
向
は
「
不
遜
父
母
」
も
不
孝
罪
と
し
て
死
刑
に
處
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
。
も
っ
と
も
、
公
卿
が
議
論
し
た
結
果
、
ど
の
よ
う
に
決
ま
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

　

一
方
、
こ
こ
で
い
う
不
孝
が
罪
目
と
す
る
と
、
不
孝
に
は
特
に
統
一
の
法
定
刑
が
設
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
個
々
の
條
文

で
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
不
遜
父
母
」
も
不
孝
に
は
含
ま
れ
る
が
、
法
定
刑
が
髠
刑
な
の
は
輕
過
ぎ
る
の
で
、

こ
れ
を
重
く
し
て
死
刑
に
處
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
孝
文
帝
の
意
向
と
な
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
い
ず
れ
の
解
釋
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
、「
不
遜
父
母
」
と
い
う
行
爲
は
、
明
ら
か
に
「
違
犯
敎
令
、
敬
恭

有
虧
」
に
あ
て
は
ま
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
不
孝
と
し
て
處
罰
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ

で
い
う
不
孝
は
罪
目
で
あ
り
、
後
者
の
解
釋
が
正
し
い
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
。〔
七
〕
は
太
和
十
一
年
の
詔
で
あ
り
、
そ
の
中
に

「
不
遜
父
母
、
罪
止
髠
刑
」
と
い
う
あ
る
律
の
條
文
の
主
旨
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
不
孝
に
つ
い
て
い
え

ば
、
北
魏
で
は
太
和
十
一
年
以
前
に
罪
目
化
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
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〔
八
〕
は
太
和
十
七
年
（
四
九
三
年
））（1
（

、
孝
文
帝
が
元
贊
を
司
州
刺
史
に
任
命
し
た
と
き
、
元
贊
に
對
し
て
戒
め
と
し
て
述
べ
た
言
葉

で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
今
後
不
孝
・
不
悌
の
者
が
い
る
場
合
、
門
の
掛
札
に
鄰
接
し
た
柱
に
、
そ
の
旨
を
刻
め
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一

種
の
制
裁
措
置
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
不
孝
は
必
ず
し
も
法
律
上
の
不
孝
に
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
法
律
上
の
不
孝
を
犯
し
た
場

合
に
は
當
然
こ
の
措
置
が
と
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
措
置
が
司
州
に
限
ら
れ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
後
恆
久
的
な
制
度

と
な
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
〔
九
〕
で
は
東
魏
の
孝
靜
帝
期
、
常
侍
の
崔
㥄
が
中
書
郞
の
魏
收
を
不
孝
の
罪
に
陷
れ
よ
う
と
し
、
魏
收
に
代
わ
っ
て
盧
元
明
を
中

書
郞
の
地
位
に
就
け
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
書
郞
を
魏
收
か
ら
盧
元
明
に
交
代
さ
せ
る
こ
と
が
、
不
孝
罪
に
陷
れ
る
こ
と

と
い
か
な
る
關
係
に
な
る
の
か
は
不
明
で
あ
り
、
魏
收
が
そ
の
後
不
孝
罪
に
問
わ
れ
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
〔
一
〇
〕
で
は
北
魏
の
孝
明
帝
期
、
民
の
中
に
は
家
を
捨
て
て
佛
僧
に
な
る
者
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
李
瑒
は
、
不
孝
よ
り

重
い
罪
は
な
く
、
祖
先
の
祭
祀
を
絶
や
す
こ
と
よ
り
大
き
な
不
孝
は
な
い
と
し
て
、
佛
敎
を
非
難
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
こ
の
意
見
は
受
け
容
れ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
李
瑒
は
佛
法
を
非
難
し
た
と
し
て
、
罰
金
一
兩
に
處
さ
れ
て
い
る
。
も
し
李
瑒
の
意

見
が
受
け
容
れ
ら
れ
れ
ば
、
あ
る
い
は
出
家
し
て
僧
侶
と
な
る
こ
と
を
不
孝
罪
に
問
う
規
定
が
設
け
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
、
北
朝
の
事
例
を
七
つ
見
て
き
た
が
、〔
七
〕
に
よ
り
北
魏
で
は
、
不
孝
が
遲
く
と
も
太
和
十
一
年
に
は
罪
目
化
し
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
他
の
事
例
で
は
罪
名
か
罪
目
か
判
然
と
し
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
太
和
十
一
年
以
降
の
事
例
、

す
な
わ
ち
〔
四
〕
以
外
は
全
て
罪
目
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〔
五
〕
の
不
孝
は
罪
名
と
も
罪
目
と
も
解
し
う
る
と
述
べ

た
が
、
こ
れ
も
罪
目
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。〔
四
〕
以
外
の
他
の
史
料
に
見
え
る
不
孝
も
、
罪
目
と
解
し
て
特
に
矛
盾
は

な
い
。

（69）
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結　

語

　

前
節
の
檢
討
か
ら
、
太
和
十
一
年
に
は
不
孝
が
罪
目
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
、
具
體
的
に
い
つ
罪
目
化
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
北
朝
で
は
法
典
の
編
纂
・
改
定
が
何
度
も
行
わ
れ
て
き
た
が
）
（1
（

、
不
孝
を
罪
目
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
存
の
法
典
を
比

較
的
大
幅
に
改
變
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
改
革
が
い
つ
行
わ
れ
た
の
か
は
見
當
が
つ
か

な
い
。

　

ま
た
、
北
魏
は
太
延
五
年
（
四
三
九
年
）
に
華
北
を
統
一
す
る
前
、
つ
ま
り
五
胡
十
六
國
時
代
の
天
興
元
年
（
三
九
八
年
）
と
神
䴥

四
年
（
四
三
一
年
）
に
も
そ
れ
ぞ
れ
律
令
の
改
定
を
行
っ
て
い
る
。
第
一
節
で
は
五
胡
十
六
國
の
不
孝
罪
に
つ
い
て
檢
討
し
た
が
、
北

魏
や
そ
の
前
身
で
あ
る
代
國
に
關
す
る
史
料
は
見
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
い
は
五
胡
十
六
國
時
代
の
北
魏
に
お
い
て
、
罪
目
化
が

行
わ
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
は
、
も
と
も
と
罪
目
化
は
五
胡
十
六
國
の
北
魏
以
外
の
國
で
行
わ
れ
、
北
魏
が
そ

の
國
を
滅
ぼ
し
た
と
き
に
、
そ
の
制
度
を
受
け
繼
い
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

別
稿
で
檢
討
し
た
通
り
「
大
不
敬
」
と
「
不
敬
」
は
、
北
朝
で
は
北
魏
・
東
魏
に
至
っ
て
も
罪
名
と
し
て
現
れ
、
遲
く
と
も
北
齊
の

河
清
三
年
（
五
六
四
年
）
及
び
北
周
の
保
定
三
年
（
五
六
三
年
）
ま
で
に
は
罪
目
化
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
大
不
敬
・
不
敬
の
罪
目
化
は

北
朝
が
東
西
に
分
裂
し
て
い
る
時
期
に
起
こ
っ
た
こ
と
に
な
る
）
11
（

。
と
こ
ろ
が
、
本
稿
の
檢
討
に
よ
り
、
不
孝
の
場
合
、
早
く
も
北
魏
の

太
和
十
一
年
ま
で
に
罪
目
化
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
不
孝
・
大
不
敬
・
不
敬
な
ど
の
罪
目
化
は
、
一
遍
に

行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
個
別
に
進
行
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
他
の
罪
目
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（68）
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注（
１
）
内
田
吟
風
『
北
ア
ジ
ア
史
研
究　

鮮
卑
柔
然
突
厥
篇
』（
同
朋
舍
、
一
九
七
五
年
）
二
六
一
・
二
六
二
頁
（
一
九
四
九
年
原
載
）
參
照
。

（
２
）
拙
稿
「
秦
漢
律
に
お
け
る
不
孝
罪
の
成
立
要
件
と
父
母
の
「
告
」」（『
中
央
學
院
大
學
法
學
論
叢
』
第
三
三
卷
第
一
號
、
二
〇
一
九
年
）、

「
漢
律
令
「
大
不
敬
」
考
」（『
中
央
學
院
大
學
法
學
論
叢
』
第
三
三
卷
第
二
號
、
二
〇
二
〇
年
）、「
漢
律
令
「
不
敬
」
考
」（『
中
央
學
院
大

學
法
學
論
叢
』
第
三
四
卷
第
一
號
、
二
〇
二
〇
年
）、「
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡
「
秦
律
令
（
貳
）」
第
二
〇
八
簡
と
不
孝
罪
」（『
中
央
學
院
大
學

法
學
論
叢
』
第
三
四
卷
第
一
號
、
二
〇
二
〇
年
）、「
秦
漢
律
令
に
お
い
て
「
不
孝
」
と
さ
れ
る
行
爲
」（『
史
滴
』
第
四
二
號
、
二
〇
二
〇

年
）、「
魏
晉
南
朝
の
不
孝
罪
」（『
中
央
學
院
大
學
法
學
論
叢
』
第
三
四
卷
第
二
號
、
二
〇
二
一
年
）、「
魏
晉
南
北
朝
的
不
敬
罪
」（
王
沛
編

『
出
土
文
獻
與
法
律
史
研
究
』
第
一
〇
輯
、
法
律
出
版
社
、
二
〇
二
一
年
刊
行
豫
定
）
參
照
。

（
３
）
拙
稿
「
秦
漢
律
に
お
け
る
不
孝
罪
の
成
立
要
件
と
父
母
の
「
告
」」、「
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡
「
秦
律
令
（
貳
）」
第
二
〇
八
簡
と
不
孝
罪
」、

「
秦
漢
律
令
に
お
い
て
「
不
孝
」
と
さ
れ
る
行
爲
」、「
魏
晉
南
朝
の
不
孝
罪
」
參
照
。

（
４
）「
劾
」
と
は
官
吏
が
あ
る
程
度
の
捜
査
を
行
い
、
治
獄
を
職
務
の
一
つ
と
す
る
機
關
へ
そ
の
結
果
を
通
告
す
る
こ
と
で
あ
る
。
宮
宅
潔

「「
劾
」
を
め
ぐ
っ
て
─
中
國
古
代
訴
訟
制
度
の
展
開
─
」（
同
氏
『
中
國
古
代
刑
制
史
の
研
究
』
京
都
大
學
學
術
出
版
會
、
二
〇
一
一

年
。
二
〇
〇
一
年
原
載
）
參
照
。

（
５
）
鄧
奕
琦
『
北
朝
法
制
研
究
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年
）
一
六
～
一
九
頁
參
照
。

（
６
）
大
庭
脩
「
漢
の
徙
遷
刑
」（
同
氏
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
八
二
年
。
一
九
五
七
年
原
載
）、
辻
正
博
『
唐
宋
時
代
刑
罰

制
度
の
研
究
』（
京
都
大
學
學
術
出
版
會
、
二
〇
一
〇
年
）
一
四
～
二
五
頁
（
二
〇
〇
六
年
原
載
）、
陶
安
あ
ん
ど
「
中
間
刑
の
變
遷
と
減
死

徙
邊
の
形
成
」（
同
氏
『
秦
漢
刑
罰
體
系
の
研
究
』
創
文
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
冨
谷
至
『
漢
唐
法
制
史
の
研
究
』（
創
文
社
、
二
〇
一
六
年
）

二
九
二
～
三
〇
七
頁
な
ど
參
照
。
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（
７
）
爭
點
を
比
較
的
詳
し
く
ま
と
め
て
い
る
も
の
に
、
李
玉
順
「
北
魏
道
武
帝
早
年
踪
迹
考
」（『
延
邊
大
學
學
報
』
社
會
科
學
版
二
〇
一
一

年
第
六
期
）、
孫
險
峰
「
北
魏
道
武
帝
早
年
經
歴
論
考
補
釋
」（
中
國
魏
晉
南
北
朝
史
學
會
・
山
西
大
學
歴
史
文
化
學
院
編
『
中
國
魏
晉
南
北

朝
史
學
會
第
十
屆
年
會
暨
國
際
學
術
研
討
會
論
文
集
』
北
嶽
文
藝
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）、
倪
潤
安
「
從
叱
羅
招
男
墓
志
看
北
魏
道
武
帝

早
年
入
蜀
事
迹
」（『
四
川
文
物
』
二
〇
一
四
年
第
二
期
）
な
ど
が
あ
る
。

（
８
）「
翼
圭
」
が
誰
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
什
翼
犍
の
孫
拓
跋
珪
（
太
祖
道
武
帝
）
を
指
す
と
解
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ

う
に
解
す
る
と
、
次
の
二
つ
の
點
が
問
題
と
な
る
。
第
一
に
、『
魏
書
』
に
よ
る
と
、
拓
跋
珪
は
什
翼
犍
の
子
で
は
な
く
孫
で
あ
り
、〔
一
〕

に
「
其
子
翼
圭
」
と
あ
る
の
と
矛
盾
す
る
。
第
二
に
、
拓
跋
珪
は
建
國
三
十
四
年
（
三
七
一
年
）
に
生
ま
れ
（『
魏
書
』
卷
一
序
紀
、
卷
二

太
祖
紀
）、
什
翼
犍
が
前
秦
に
大
敗
し
た
の
は
建
國
三
十
九
年
（
三
七
六
年
）
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
（『
魏
書
』
序
紀
）、
翼
圭
が
拓
跋
珪
を

指
す
と
す
る
と
、
拓
跋
珪
は
わ
ず
か
六
歳
の
と
き
に
父
を
捕
縛
し
て
前
秦
へ
投
降
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
　

第
一
の
問
題
に
つ
い
て
周
一
良
氏
は
、
什
翼
犍
は
そ
の
子
獻
明
帝
寔
が
死
去
し
た
後
、
寔
の
妻
子
を
自
分
の
妻
子
と
し
た
が
、
前
秦
と
南

朝
は
そ
の
よ
う
な
内
情
を
熟
知
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
拓
跋
珪
を
什
翼
犍
の
子
と
し
て
し
ま
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。『
魏
晉
南
北
朝
史

札
記
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
）
三
四
六
・
三
四
七
頁
（
一
九
八
〇
年
原
載
）
參
照
。
ま
た
、
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
李
凴
氏
は
、
拓

跋
珪
が
什
翼
犍
を
捕
縛
し
て
投
降
し
た
の
は
名
義
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
實
際
に
は
拓
跋
珪
の
母
賀
氏
が
行
っ
た
こ
と
と
推
測
し
て
い
る
。

『
北
魏
平
城
時
代
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
第
三
版
、
初
版
二
〇
〇
〇
年
）
一
三
八
～
一
四
四
頁
參
照
。
周
氏
、
李
氏
の
説
は
い

ず
れ
も
推
測
に
よ
る
も
の
で
、
本
當
に
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
９
）『
晉
書
』
卷
一
二
八
慕
容
超
載
記
に
「
法
常
懼
禍
至
、
因
此
遂
與
慕
容
鍾
・
段
宏
等
謀
反
。
超
知
而
徴
之
、
鍾
稱
疾
不
赴
、
於
是
收
其
黨

侍
中
慕
容
統
・
右
衞
慕
容
根
・
散
騎
常
侍
段
封
誅
之
、
車
裂
僕
射
封
嵩
於
東
門
之
外
」
と
あ
る
。

（
10
）
睡
虎
地
秦
簡
の
簡
番
號
・
釋
文
は
武
漢
大
學
簡
帛
研
究
中
心
・
湖
北
省
博
物
館
・
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
秦
簡
牘
合
集　

釋
文
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注
釋
修
訂
本
（
壹
）』（
武
漢
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
に
よ
っ
た
。

（
11
）
拙
稿
「
睡
虎
地
秦
簡
「
非
公
室
告
」
新
考
」（
王
捷
編
『
出
土
文
獻
與
法
律
史
研
究
』
第
六
輯
、
法
律
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）
參
照
。

（
12
）
拙
稿
「
秦
漢
律
に
お
け
る
不
孝
罪
の
成
立
要
件
と
父
母
の
「
告
」」
參
照
。

（
13
）
拙
稿
「
秦
漢
律
令
に
お
い
て
「
不
孝
」
と
さ
れ
る
行
爲
」
參
照
。

（
14
）
注
（
13
）
參
照
。

（
15
）
本
件
が
發
生
し
た
年
代
は
判
然
と
し
な
い
。『
魏
書
』
卷
四
三
房
法
壽
列
傳
に
「
孝
昌
三
年
卒
于
家
、
時
年
五
十
」
と
あ
り
、
房
景
伯
は

孝
昌
三
年
（
五
二
七
年
）
に
五
〇
歳
で
死
去
し
て
い
る
。
房
景
伯
は
尚
書
の
盧
淵
が
李
沖
に
推
薦
し
、
李
沖
は
房
景
伯
を
奉
朝
請
・
司
空
祭

酒
・
給
事
中
・
尚
書
儀
曹
郞
に
任
命
し
、
そ
の
後
齊
州
輔
國
長
史
を
經
て
、
清
河
太
守
を
務
め
る
に
至
っ
て
い
る
。『
魏
書
』
卷
四
七
盧
玄

列
傳
に
よ
る
と
、
北
魏
の
孝
文
帝
が
み
ず
か
ら
南
朝
齊
を
攻
め
た
後
、
盧
淵
は
侍
中
を
兼
ね
、「
幾
ば
く
も
な
く
し
て
」
儀
曹
尚
書
に
轉
任

し
た
が
、
後
に
孝
文
帝
の
考
課
に
よ
り
、
王
師
守
常
侍
・
尚
書
へ
降
格
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
豫
州
刺
史
に
任
命
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
辭
退
し

た
。
南
朝
齊
の
雍
州
刺
史
曹
虎
が
北
魏
へ
投
降
を
願
い
出
た
た
め
、
盧
淵
は
使
持
節
・
安
南
將
軍
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。『
魏
書
』
卷
七
下

高
祖
紀
下
に
よ
る
と
、
孝
文
帝
が
み
ず
か
ら
南
朝
齊
を
攻
め
た
の
は
太
和
十
七
年
（
四
九
三
年
）
六
月
、
考
課
を
行
っ
た
の
は
十
八
年
（
四

九
四
年
）
九
月
、
曹
虎
が
投
降
を
願
い
出
た
の
は
十
八
年
十
一
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
盧
淵
が
尚
書
の
地
位
に
あ
っ
た
の
は
、
太
和
十
八

年
の
み
か
、
あ
る
い
は
十
七
～
十
八
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
房
景
伯
が
拔
擢
さ
れ
た
の
は
、
盧
淵
が
尚
書
の
地
位
に
あ
っ
た
と
き
で
、
そ

の
後
清
河
太
守
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
太
和
十
七
・
十
八
年
以
降
、
つ
ま
り
五
〇
〇
年
前
後
に
清
河
太
守
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ち

な
み
に
、
房
景
伯
が
清
河
太
守
に
な
っ
た
の
は
、
前
任
者
の
清
河
太
守
杜
昶
が
北
魏
よ
り
離
反
し
た
か
ら
で
あ
る
が
、
杜
昶
は
他
の
文
獻
に

見
え
ず
、
離
反
し
た
年
代
も
明
ら
か
で
な
い
。

（
16
）『
後
漢
書
』
循
吏
列
傳
に
「
時
考
城
令
河
內
王
渙
、
政
尚
嚴
猛
、
聞
覽
以
德
化
人
、
署
爲
主
簿
。
謂
覽
曰
、
主
簿
聞
陳
元
之
過
、
不
罪
而
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化
之
、
得
無
少
鷹
鸇
之
志
邪
。
覽
曰
、
以
爲
鷹
鸇
、
不
若
鸞
鳳
。
渙
謝
遣
曰
、
枳
棘
非
鸞
鳳
所
棲
、
百
里
豈
大
賢
之
路
。
今
日
太
學
曳
長

裾
、
飛
名
譽
、
皆
主
簿
後
耳
。
以
一
月
奉
爲
資
、
勉
卒
景
行
」
と
あ
る
。

（
17
）『
魏
書
』
刑
罰
志
に
は
「
神
䴥
中
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、
卷
四
上
世
祖
紀
神
䴥
四
年
條
に
「
冬
十
月
戊
寅
、
詔
司
徒
崔
浩
改
定
律

令
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
神
䴥
四
年
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
18
）〔
八
〕
の
前
に
「
初
置
司
州
、
以
贊
爲
刺
史
、
賜
爵
上
谷
侯
」
と
あ
り
、
こ
の
と
き
初
め
て
司
州
が
置
か
れ
、
元
贊
は
そ
の
初
代
刺
史
に

任
命
さ
れ
た
。『
魏
書
』
卷
一
〇
六
中
地
形
志
二
中
に
「
洛
州
」、
そ
の
本
注
に
「
太
宗
置
、
太
和
十
七
年
改
爲
司
州
、
天
平
初
復
」
と
あ

り
、
司
州
が
設
け
ら
れ
た
の
は
太
和
十
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、〔
八
〕
は
太
和
十
七
年
の
出
來
事
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
19
）
北
朝
に
お
け
る
法
典
の
編
纂
・
改
定
に
つ
い
て
は
、
滋
賀
秀
三
『
中
國
法
制
史
研
究　

法
典
と
刑
罰
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
三
年
）
六
五

～
六
八
頁
參
照
。

（
20
）
拙
稿
「
魏
晉
南
北
朝
的
不
敬
罪
」
參
照
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
科
學
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）「
中
國
漢
魏
晉
南
北
朝
期
の
刑
罰
法
規
に
お
け
る
不
道
・
不
敬
・
不
孝
な

ど
の
罪
目
に
對
す
る
研
究
」（
課
題
番
號18K

01223
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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